
　　問診

　身体計測（身長、体重、体脂肪率）

　　血圧測定

　　尿検査（糖、蛋白、潜血）

　　循環器検査

　　肝機能検査

　　腎機能検査

　　貧血検査（赤血球数、Hb、Ht）

　　白血球数　

　　痛風検査（尿酸）

　　膵代謝検査

　　心電図検査

　　眼底検査（６９歳まで）

個　 別 　　同　 上

　　問診

　　問診

　　便潜血

　　問診

　　視診　・　子宮頸部細胞診

個　 別 　　同　上

個　 別 　　同　上

　　問診　・　視触診　・　超音波検査

　　マンモグラフィー

④心電図検査・眼底検査
は、高富町及び伊自良村
では現在、選択検査（美山
町は必須検査）であるが、
新市においては必須検査
項目として調整を図るもの
とする。

　　肝炎検査（４０歳～７０歳までの

　　５歳刻み）

①対象者は４０歳以上（１
９歳～３９歳は希望があれ
ば受診できる。）とする。

実　　施　　項　　目 具体的な調整内容

同　上（上記②を除く）

③痛風検査（尿酸）は、伊
自良村では現在、未実施
であるが、新市において
は、必須検査項目とするも
のとする。

②胃がん、大腸がん、、結
核、肺がん検診と同時に
実施するものとする。

同　　上

同　　上

　 対象者は３０歳以上の
女性とする。

1,000 500 800

集　 団 500 200          大腸がん検診

          子宮がん検診

1,000 未実施

          乳がん検診

集　 団 1,000 600

集　 団 1,000 300

健　（　検　）　診　名 受診方法

美　　山　　町

　　　　 胃がん検診 集　 団

1,500 無　料

1,500 未実施

受  　診　  者　  個　  人　  負　  担　  金　　　　（単位：円）

高　　富　　町 伊　自　良　村

未実施

500

500

800

800500

未実施 800

新　　　　市
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行

1,000

調 整 の方 針

      　新市における老人保健事業については、原則として現行のとおりとする。ただし、基本健康診査（個別）、子宮がん検診（個別）、乳がん検診（個別）、

　　 骨密度検査、高齢者健康相談及び腎臓食料理教室については、新市において市域全体の事業として実施するものとする。

　　　  各種健（検）診の受診者個人負担金については、応分の受益者負担の原則を基本に、合併時に統一するものとする。

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

厚生専門部会 保健分科会

協　議　項　目 各種事務事業の取扱い 協議細目 保健関係事業（老人保健事業）

300

　 対象者は４０歳以上及
び希望者とし、基本健康診
査と同時に実施するものと
する。

　 対象者は４０歳以上及
び希望者とし、基本健康診
査と同時に実施するものと
する。

　　胃部エックス線検査700

集　　団
基本健康診査

1,000

1,000

　 対象者は３０歳以上の
女性とする。

500600

1,000

未実施
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　　問診

　　問診

　　問診

※

　 １２日間 　　９日間 　　６日間

　　歯科保健指導

300

（喀痰検査）

未実施 　　骨量測定（DXA法）

　　喀痰検査

伊　　　自　　　良　　　村 美　　　　　山　　　　　町

「個別」とは、委託業務契約先の医療機関に、対象者が直接出向いて受診する「医療機関個別受診」のことをいう。

具体的な調整内容

実　　施　　項　　目 具体的な調整内容

　  胸部エックス線検査

　 対象者は、４０歳以上及
び希望者とし、基本健康診
査、胃・大腸がん検診を受
ける場合は同時に実施す
るものとする。

　 対象者は、４０歳以上及
び希望者とし、結核肺がん
検診と同時に実施するも
のとする。

　対象者は、３０歳～７０歳
までの５歳刻みとするもの
とする。

肺がん検診
集　 団

（レントゲン）

美　　山　　町

調 整 の方 針

無料

　　　　 骨密度検査

無料 無料 無料

集　 団 500 未実施

 肺がん検診

集　 団 500

　　基本健康診査受診者及びその家族 　　基本健康診査受診者で、要指導及び要医療と
なった人又は希望者

【対象者】　　 【対象者】　　 【対象者】　　

　　基本健康診査（集団）受診者

　　基本健康診査をきっかけに、受診者自身が普
段の生活を振り返り、疾病の予防及び健康の保
持増進に役立てる。

　　基本健康診査の結果で要指導、要医療となっ
た人に、生活及び栄養指導を行うことにより、生
活習慣を見直し疾病予防を図る。

【目的】　　【目的】　　 【目的】　　

項　　　　　　目 高　　　　　富　　　　　町

　　基本健康診査の結果で要指導、要医療となっ
た人に、生活及び栄養指導を行うことにより、生
活習慣を見直し疾病予防を図る。

　　対象者は、健康診査受
診者全員とし、実施内容
は医師診察（全員）・保健
指導・栄養指導・歯科検診
とし、実施回数等について
は、新市において調整す
るものとする。

【実施回数等】　　 【実施回数等】　　

【実施場所】　　 【実施場所】　　 【実施場所】　　

【実施回数等】　　

【実施内容】　　 【実施内容】　　 【実施内容】　　

　　診察（基本健康診査時には未実施のため） 　　診察（基本健康診査時には未実施のため）

　　伊自良村老人福祉センター及び各地区公民館
（１０会場）

　　各地区公民館等（６会場）
　　高富町保健福祉ふれあいセンター及び各地区
公民館（４会場）

協議細目 保健関係事業（老人保健事業）

結果説明会

　　心電図、歯科検診及び歯科保健指導 　　事後指導 　　歯科検診及び歯科保健指導

　　事後指導 　　事後指導

1,575 300

400

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

厚生専門部会 保健分科会

協　議　項　目 各種事務事業の取扱い

健　（　検　）　診　名

受  　診　  者　  個　  人　  負　  担　  金　　　　（単位：円）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行
新　　　　市

高　　富　　町

受診方法

伊　自　良　村
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高齢者健康相談

　　《参考》　Ｂ型機能訓練事業で実施している。

【目的】　　

　　高齢者の心身の健康に関する個別の相談に
応じ必要な指導及び助言を行い、家庭における健
康管理に役立てる。

【対象者】　　

【実施回数等】　　

　　１回／週

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針 

厚生専門部会 保健分科会

協　議　項　目 各種事務事業の取扱い 協議細目 保健関係事業（老人保健事業）

調 整 の方 針

高　　　　　富　　　　　町項　　　　　　目

【実施内容】　　

　　血圧測定、受診・服薬の確認、健康相談　等

【実施場所】　　

　　各地区公民館７ヵ所（ミニデイサービス会場）

【実施回数等】　　

　　１回／１～２ヵ月

【実施場所】　　

　　町内７ヵ所（ミニデイサービス会場）

【実施内容】　　

　　血圧測定、受診・服薬の確認、健康相談　等

　　高富町ミニデイサービス参加者

【対象者】　　

　　美山町ミニデイサービス参加者

【実施回数等】　　

　　１回／月

【対象者】　　

【実施場所】　　

　　伊自良村老人福祉センター

【目的】　　

　　高齢者の心身の健康に関する個別の相談に
応じ必要な指導及び助言を行い、家庭における健
康管理に役立てる。

【目的】　　

　　高齢者の心身の健康に関する個別の相談に
応じ必要な指導及び助言を行い、家庭における健
康管理に役立てる。

【実施内容】　　

　　透析治療を受けている人とその家族

　　腎臓の機能や腎臓食の学習・調理実習

【実施回数等】　　

　　奇数月の２日間

　　高富町保健福祉ふれあいセンター

具体的な調整内容伊　　　自　　　良　　　村 美　　　　　山　　　　　町

【実施内容】　　

　　Ｂ型機能訓練事業参加者

※ミニデイサービス事業＝生
きがい活動支援通所事業

　　ミニデイサービス事業
参加者及び希望者を対象
者とし、ミニデイサービス
会場において実施するも
のとする。

《参考》伊自良村のＢ型機
能訓練事業は、ミニデイ
サービス事業へ移行する
ものとする。

腎臓食料理教室

【その他】　　

　　高富町と岐北総合病院との共同主催

　市域全体の事業とし、実
施回数等は、新市におい
て調整するものとする。

【実施場所】　　

未　　　実　　　施 未　　　実　　　施

　　血圧測定、受診・服薬の確認、健康相談　等

【目的】　　

　食事療法を楽しみながら実施できるよう透析食
の基本を理解し、毎日の食生活に結びつける。

【対象者】　　
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